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男性育児

休業等の 

取得促進

に向けた

取組内容

当社では、令和 2年から人員を増やし、社員の多能工化を進め、育児休業の取得や残

業の削減、有給休暇の取得の促進を行う準備をしてきた。 

令和 5年 3月に一般事業主行動計画を策定した際、部門長会議で行動計画を配布し、

部門内社員全員に周知するよう依頼した。 

対象者がいるときには、総務の社員が丁寧に説明し、担当部門長と休業の調整を行っ

ている。 

 

 

取組の PR 

ポイント

令和 5年 3月より「男性の育児休業を希望者全員取得」を一般事業主行動計画の目標

に掲げて取り組んでいます。それにより令和 2 年まで男性の育休取得者がゼロでし

たが、令和 4年以降は対象者全員が取得しています。 

R3 1 名取得   33.3％ 

R4 2 名取得  100.0％ 

R5 2 名取得  100.0％ 

対象社員が所属するグループ内全員で話し合い、協力し合って、対象社員が育児休業

取得できるような環境を作っています。 

男性の育児休業取得以外に、社員全員が仕事と家庭の両立ができるよう残業の削減

や有給取得の促進を行い、より一層働きやすい会社を目指していきます。

様式第２号

 一般事業主行動計画　目標  
① 男性の育児休業を希望者全員が

取得できる措置を講じ促進する。 
② 応援体制の整備、有給取得推進期

間を設定し、各社員に当該年度付

与日数の 50％以上の取得を促し、

これを全社員の 80％以上が達成

する。 
③ 管理職に占める女性の割合を

15％以上にする。


